
埼玉大学所有財産の KSI 官公庁オークションログインによる売却手続の

流れ  

手 続  手 続 詳 細  

１  

売 却 物 件 と ガ イ

ド ラ イ ン の 確 認  

売 却 物 件 の 詳 細 は 、 KSI 官 公 庁 オ ー ク シ ョ ン の 埼 玉 大 学 公 有 財 産

売 却 ペ ー ジ で 紹 介 し ま す 。  

入 札 へ の 参 加 を 希 望 す る 場 合 は 、 必 ず 国 立 大 学 法 人 埼 玉 大 学 イ ン

タ ー ネ ッ ト 公 有 財 産 売 却 ガ イ ド ラ イ ン を ご 確 認 く だ さ い 。  

KSI 官 公 庁  

オ ー ク シ ョ ン   

ID 等 取 得  

入 札 は 、 紀 尾 井 町 戦 略 研 究 所 株 式 会 社 が 運 営 す る KSI 官 公 庁 オ ー

ク シ ョ ン 上 に て 行 い ま す 。参 加 す る た め に は 、KSI 官 公 庁 オ ー ク シ

ョ ン ロ グ イ ン ID 等 の 取 得 が 必 要 で す 。ID 等 の 取 得 方 法 は 、KSI 官

公 庁 オ ー ク シ ョ ン の ウ ェ ブ サ イ ト を ご 確 認 く だ さ い 。  

２  
参 加 申 込 み と  

入 札 保 証 金  

入 札 参 加 を 希 望 さ れ る 方 は 、 KSI 官 公 庁 オ ー ク シ ョ ン 内 の 該 当 物

件 の ペ ー ジ で 仮 申 込 み を 行 い 、入 札 保 証 金 の 納 入 手 続（ ク レ ジ ッ ト

カ ー ド ） を 行 っ て く だ さ い 。  

仮 申 込 み 後 、所 定 の 申 込 書 を 作 成 し 、必 要 な 添 付 書 類 を 添 え て 参 加

申 込 締 切 日 ま で に に 埼 玉 大 学 ま で ご 提 出 く だ さ い 。  

参 加 申 込 を 受 理 後 、埼 玉 大 学 で 審 査 を 行 い 、不 備 等 が な け れ ば 参 加

者 と し て 登 録 さ れ ま す 。  

３  現 地 説 明 会  

売 却 物 件 に よ っ て は 、 現 地 確 認 会 を 行 い ま す 。  

（ KSI 官 公 庁 オ ー ク シ ョ ン の 物 件 毎 に 指 定 し て い る 下 見 連 絡 先 ま

で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。）  

４  入 札  

入 札 期 間 中 に 埼 玉 大 学 公 有 財 産 売 却 ペ ー ジ か ら 入 札 し て く だ さ

い 。 入 札 は 売 却 財 産 ご と に 1 回 だ け 可 能 で す 。  

一 度 行 っ た 入 札 の 変 更 、 取 り 消 し は で き ま せ ん 。  

５  開 札 ・ 落 札 決 定  

入 札 期 間 終 了 後 、 開 札 を 行 い ま す 。  

落 札 さ れ た 方 に は 、埼 玉 大 学 よ り 落 札 者 決 定 、お よ び 契 約 手 続 等 の

詳 細 を 電 子 メ ー ル に て 連 絡 し ま す 。  

な お 、落 札 結 果 は 、KSI 官 公 庁 オ ー ク シ ョ ン の ペ ー ジ に て 一 定 期 間

表 示 さ れ ま す 。  

６  契 約  

開 札 後 、速 や か に 契 約 書 の 取 り 交 わ し を 行 い 、契 約 を 締 結 し ま す 。

売 却 物 件 に よ っ て は 契 約 書 の 作 成 を 省 略 す る こ と が あ り ま す 。 契

約 書 取 り 交 わ し の 有 無 に つ い て は 、 必 ず 売 却 物 件 の 詳 細 ペ ー ジ に

て 予 め 確 認 願 い ま す 。  

○ 契 約 書 あ り の 場 合  ○ 契 約 書 な し の 場 合  

埼 玉 大 学 か ら 契 約 書 を 2 通 送 付 し ま

す 。２ 通 と も に 記 名・押 印 し 、契 約 締

結 期 限 ま で に 返 送 し て く だ さ い 。  

受 領 後 、埼 玉 大 学 の 契 約 印 を 押 印 し 、

1 通 を 落 札 者 へ 送 付 し ま す 。  

埼 玉 大 学 か ら の 落 札 決 定 の

通 知（ 電 子 メ ー ル ）を も っ て

契 約 締 結 と な り ま す 。  

７  契 約 保 証 金  

落 札 者 の 入 札 保 証 金 は 、 契 約 締 結 と 同 時 に 契 約 保 証 金 へ と 全 額 を

振 り 替 え ま す 。 契 約 義 務 を 履 行 し な い 場 合 や 契 約 に 違 反 し た 場 合

は 、 契 約 保 証 金 を 没 収 す る こ と が あ り ま す 。  

８  
売 払 代 金 の 支 払

い  

落 札 金 額 を も っ て 売 払 代 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含

む 。）と な り ま す 。売 払 代 金 額 か ら 契 約 保 証 金 を 控 除 し た 額 を 期 限

ま で に 一 括 で 納 付 し て く だ さ い 。  

９  物 件 引 渡 し  

売 払 代 金 の 支 払 完 了 後 、 売 却 物 件 の 引 渡 し を 行 い ま す 。  

引 渡 し の 詳 細 に つ き ま し て は 、 落 札 者 と の 間 で 調 整 い た し ま す 。  

受 領 の 際 に は 、引 渡 し と 引 き 換 え に 受 領 書 を ご 提 出 い た だ き ま す 。 

2021.6 月 版  

http://www.saitama-u.ac.jp/guide/disclosure/property_sale/data/guideline.pdf
http://www.saitama-u.ac.jp/guide/disclosure/property_sale/data/guideline.pdf
https://kankocho.jp/
https://kankocho.jp/

